隠岐の島町水道事業遠隔監視システム導入事業
プロポーザル技術提案書等作成要領

１. 基本事項
　　　隠岐の島町水道事業遠隔監視システム導入事業プロポーザル仕様書(以下「仕様書」という。)を踏まえ、本事業に対する提案者の考え方、技術提案等を求めるものであり、提案趣旨については、簡潔明瞭に示すものとする。なお、仕様書は事業の概要及び、事業成果として求める最低限の内容を参考として示すものであり、提案者の技術提案の内容を制限するものではない。

2.　技術提案書等の提出方法
（1） 　事務局まで持参又は郵送（配達証明付書留郵便に限る。）により行うこととし、併せて、提出書類の電子データ（ファイル形式：MicrosoftWord、Exel、pdfのいずれか）を収録したCD-R又はDVD-Rに保存し提出すること。
（2） 　電子メールによる提出は認めない。
（3） 　要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。
（4） 　提出された技術提案書の書類は返却しない。
（5） 　提出部数は、６部(企業名有り１部、企業名無し５部)とする。

[bookmark: _GoBack]３.　技術提案書等の作成方法
（1） 技術提案書
1 Ａ４縦片面印刷とし、用紙の大きさは「日本工業規格Ａ４」とする。
2 枚数は、表紙・目次を除き8ページ以内とする。ただし、A４にて記載することが困難な場合は、A３にて作成し、A４の大きさに折って綴ること。なお、A３の１枚はA４の２ページ分とみなす。
3 使用する文字のフォントは自由とし、文字サイズは１０.５ポイント以上とする。
4 書類等の作成に用いる言語は日本語とする。
5 技術提案を審査する者が、特段の専門的な知識を有しなくても審査が可能な提案書を作成すること。なお、やむを得ず専門用語等を使用する場合は、一般用語を用いて脚注を付記するなど、審査委員が理解しやすいものとすること。
6 提案内容は、その考え方等について、文章、表、図等で簡潔かつ明瞭に記述すること。
7 提案者の特定が可能な内容（具体的な会社名等）は記入しないこと。



（2） 参考見積書
1 任意様式とする。
2 イニシャルコスト及びランニングコストについて内訳を記載すること。なお、消費税及び地方消費税を含む額とすること。
3 企業名有りの見積書は、押印の上、宛先を隠岐の島町企業管理者隠岐の島町長とすること。
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